
       

 
 

 

「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」とは・・・！？ 

「浜松市中山間地域まちづくり事業交付金」事業は、中山間地域活動団体等が、中

山間地域の問題解決や振興のための事業を行う際に、活動資源の原資となる基金造成

資金を交付するものです。 

交付を受けた事業者は、造成した基金を基に、申請した事業を主体的に実施し、地

域の様々な課題を地域と共に解決し、中山間地域の発展に取り組むことが出来ます。 

この交付事業は、申請いただいた内容を審査選定のうえ、予算の範囲内で交付する

ものであり、事業者は事業資金を複数年にわたり利用して、安定して事業を実施する

ことができます。 
 
※応募条件や審査事項があります。申請方法などの詳細は「募集要領」で確認し

てください。 
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■ 事業の概要 ■ 

① 対象事業 

浜松市中山間地域振興計画の対象地域内で実施する同計画の重点方針・施策に

合致する公益性の高い事業 

     ・人の流れをつくる事業・地域を元気にする事業・産業の力で地域を潤す事業 

    ・地域をプロモーションする事業・暮らしを守る事業 

②  対象外となる事業 

・特定の政治、宗教、選挙活動又は営利目的とする事業。公序良俗に反するお 

それのある事業。法に抵触する事業や業務上許可等を取得できない事業。 

・国、県、浜松市、その他公共団体又は財団法人、社団法人その他民間機関等か 

ら補助金等の支援を受ける事業。 

      ・調査、研究のみの事業、ハード事業、イベント開催のみの事業。 

      ・過去に当該団体が浜松市の補助金等を受けて実施した事業と同一の事業 

③ 事業の採択・・・審査会で事業の適正を判断します。 



④  応募資格  

 ◆中山間地域活動団体（以下のア～ウいずれかに該当する団体） 

 

 

 

 

 

上記イ、ウについては、上記アの NPO 法人、中山間地域の自治会、又は中山間地域

を活動区域とする団体と、中山間地域の課題の解決に資する活動の連携協定を結ぶ必要

があります。また、市税に滞納がないこと等複数の条件を満たす必要があります。 

◆地域運営団体 

上記アに該当する中山間地域活動団体であって、主な活動地域内の住民の概ね４分

の１が会員となっている団体です。 

⑤ 予算額・・・１億円 

⑥ 事業期間・交付金額 

交付対象経費の 10 分の 10 以内の額を交付限度額として交付します。ただし、一

事業あたりの人的経費は、交付限度額の１/2 以内の額とし、交付対象経費が交付限度

額に満たない場合は、交付対象経費の１/２の額とします。 

区分 事業期間 交付限度額 

中山間地域活動団体 ２年以上４年以下 １，０００万円 

地域運営団体 ３年以上６年以下 ５，０００万円 

 

■ 申請から事業実施までの流れ ■ 
① まちづくり事業のプランが浮かんだら、下記問い合わせ先に事前に相談してくだ 

さい。 

②  事業プランを具体的な計画にして申請書を作成します。提出する事業計画、事業

予算は具体的で実現可能なものとしてください。 

③  提出する前に申請書類に不備が無いか事前確認してください。 

④  下記申請書類提出先に申請書類を直接提出します（郵送不可）。 

⑤  審査会で事業内容を審査します。 

⑥  審査を通過したら、市が交付手続きを行います。 

⑦  交付金が交付されたら、銀行口座などで管理してください。 

⑧  原則として指定した事業開始日に「まちづくり事業」を開始します。 

⑨  事業期間中は毎年度「実績報告書」を提出していただきます。万一、申請時の計

画どおりに交付金が使われていない場合は、返還していただくことがあります。 

 

■ 申請書類提出、問い合わせ、相談先 ■ 

〇区役所、行政センター 

天竜区区振興課 電話９２２－００１３  

北行政センター 電話５２３－１１６８ 

   〇支所 

春 野 電話９８３－０００１  佐久間 電話９６６－０００１ 

    水 窪 電話９８２－０００１  龍 山 電話９６６－２１１１ 

    引 佐 電話５４２－１１１２ 

〇天竜区役所 ２階 

    市民協働・地域政策課 中山間地域振興担当 電話９２２－０２００ 

ア 中山間地域に主たる事務所がある NPO 法人であり、代表者又は社員

の半数以上が中山間地域に住所を有している団体。 

イ 市内の中山間地域外に主たる事務所がある NPO 法人 

ウ 学校教育法第１条に規定する大学 

 


